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第６ 不活性ガス消火設備 

新旧対照表 

第 ８ 次 改 訂 版 根拠条文等・考え方 改 訂 案 根拠条文等・考え方 

Ⅰ （略） 

Ⅱ 固定式（全域放出又は局所放出方式）の消火設備 

 １ 共通事項 

  ⑴ 放出方式等 

防火対象物の用途に応じて設置できる放出方式及び消火剤の種別は，規則第

19条第５項第１号から第２号の３の規定により，次表によること。 

 

※次に掲げる場所は，「常時人がいない部分以外の部分」に該当するものであること。★ 

・当該部分の用途，利用状況等から判断して，部外者，不特定の者等の出入りするおそれ

のある部分 

・当該部分の用途，利用状況等から判断して，関係者，部内者等定常的に人のいる可能性

のある部分 

・ 防災センター，中央管理室その他総合操作盤，中央監視盤等を設置し，常時人による

監視，制御等を行う必要がある部分 

⑵～⑶ （略） 

⑷ 起動装置は，規則第 19条第５項第 14号から第 16号まで及び第 19号イ(イ)及

び(ロ)の規定によるほか，次によること。 

 ア～エ （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅰ （現行に同じ。） 

Ⅱ 固定式（全域放出又は局所放出方式）の消火設備 

１ 共通事項 

⑴ 放出方式等 

防火対象物の用途に応じて設置できる放出方式及び消火剤の種別は，規則第

19条第５項第１号から第２号の３の規定により，次表によること。 

 

※ 次に掲げる場所は，「常時人がいない部分以外の部分」に該当するものであること。★ 

・ 当該部分の用途，利用状況等から判断して，部外者，不特定の者等の出入りするおそれ

のある部分 

・ 当該部分の用途，利用状況等から判断して，関係者，部内者等定常的に人のいる可能性

のある部分 

・ 防災センター，中央管理室その他総合操作盤，中央監視盤等を設置し，常時人による監

視，制御等を行う必要がある部分 

⑵～⑶ （現行に同じ。）  

⑷ 起動装置は，規則第 19条第５項第 14号から第 16号まで及び第 19号イ(イ)及

び(ロ)の規定によるほか，次によること。 

 ア～エ （現行に同じ。） 
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 オ 自動式の起動装置は，次によること。 

  (ア)～(ウ) （略） 

  (エ) 自動起動装置は，規則第19条第５項第16号ロ及びニの規定によるほか，

次によること。★ 

   ａ 設置場所は，  ⑷エ(ｱ)に準ずること。◆ 

   ｂ （略） 

⑸ 貯蔵容器等の設置場所は，令第 16条第６号及び規則第 19条第５項第６号の

規定によるほか，次によること。 

ア～イ （略） 

                                   

                                   

                       

ウ      貯蔵容器の設置場所    には「貯蔵容器置場」である旨及

び「立入禁止」を表示した標識を掲げること。◆ 

エ 不特定の者が出入りする部屋等に隣接して，二酸化炭素消火設備の貯蔵容

器の設置室を設けないこと。◆ 

⑹～⑺ （略） 

⑻ 不活性ガス排出措置 

    規則第 19条第５項第 18号に規定する，放出された消火剤及び燃焼ガスを安

全な場所に排出するための措置とは，次によること。 

  なお，安全な場所とは，原則として屋外であることとし，また，排出装置及

び復旧操作を要する自動閉鎖装置は，当該防護区画以外から容易に操作できる

ものであり，かつ，その直近に当該装置である旨の標識及び排出時における注

意事項等の表示を設けること。◆ 

 ア～イ （略） 

 ウ 二酸化炭素を放射する不活性ガス消火設備のうち，全域放出方式の排出措

置は， ア及びイ（(ウ)を除く。）によるほか，次によること。 

  (ア)～(エ) （略） 

⑼～⑽ （略） 

 ⑾ 二酸化炭素を放射する不活性ガス消火設備の安全対策 

ア （略） 

イ 異常信号の検出は次によること。 

    (ア)  ア(ア)の場合にあっては，短絡信号が検出できるよう措置するととも

に，短絡した場合は起動しないような制御回路とすること。 

 (イ)  ア(イ)の場合にあっては，地絡信号を検出できる機能（警報又は注意

表示を含む。）を備えるものとすること。 

ウ       点検時の安全を確保するために，次の対策が講じられている

こと。          

(ア) 誤放出を防止するために，平成 13年消防庁告示第 38号第２第１号の規

定により，開閉表示を付した          閉止弁（手動操作又は遠

隔操作で開閉する弁で，常時開，点検時閉の表示を付したもの）を設ける

こと。 

(イ)   (ア)の閉止弁の閉止状態は，点検者が十分判別できるよう操作箱とと

もに受信機，制御盤等のいずれかに点滅する表示灯を設けること。なお，

表示灯が点滅表示できない場合は，連続又は間欠的な警報音を付加するこ

と。 

(ウ) （略） 

  ⑿～⒀ （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 オ 自動式の起動装置は，次によること。 

  (ア)～(ウ) （現行に同じ。） 

  (エ) 自動起動装置は，規則第 19条第５項第 16号ロ及びニの規定によるほか，

次によること。★ 

   ａ 設置場所は，Ⅱ１⑷エ(ｱ)に準ずること。◆ 

   ｂ （現行に同じ。） 

⑸ 貯蔵容器等の設置場所は，令第 16 条第６号及び規則第 19 条第５項第６号  

の規定によるほか，次によること。 

ア～イ （現行に同じ。） 

ウ 二酸化炭素を放射する不活性ガス消火設備の貯蔵容器設置場所の出入口

には「貯蔵容器置場」である旨及び「立入禁止」を表示した標識並びにⅡ２

⑷カ(ア)に規定する標識を掲げること。★ 

エ 前ウ以外の貯蔵容器 設置場所の出入口には「貯蔵容器置場」である旨及

び「立入禁止」を表示した標識を掲げること。◆ 

オ 不特定の者が出入りする部屋等に隣接して，二酸化炭素消火設備の貯蔵容

器の設置室を設けないこと。◆ 

⑹～⑺ （現行に同じ。） 

⑻ 不活性ガス排出措置 

    規則第 19条第５項第 18号に規定する，放出された消火剤及び燃焼ガスを安

全な場所に排出するための措置とは，次によること。 

  なお，安全な場所とは，原則として屋外であることとし，また，排出装置及

び復旧操作を要する自動閉鎖装置は，当該防護区画以外から容易に操作できる

ものであり，かつ，その直近に当該装置である旨の標識及び排出時における注

意事項等の表示を設けること。◆ 

 ア～イ （現行に同じ。） 

 ウ 二酸化炭素を放射する不活性ガス消火設備のうち，全域放出方式の排出措

置は，前ア及びイ（(ウ)を除く。）によるほか，次によること。 

  (ア)～(エ) （現行に同じ。） 

⑼～⑽ （現行に同じ。） 

⑾ 二酸化炭素を放射する不活性ガス消火設備の安全対策 

ア （現行に同じ。） 

イ 異常信号の検出は次によること。 

    (ア) 前ア(ア)の場合にあっては，短絡信号が検出できるよう措置するととも

に，短絡した場合は起動しないような制御回路とすること。 

 (イ) 前ア(イ)の場合にあっては，地絡信号を検出できる機能（警報又は注意 

表示を含む。）を備えるものとすること。 

ウ 工事，整備，点検等の安全を確保するための対策は，規則第 19 条の２に

よるほか，次によること。 

(ア) 誤放出を防止するために，規則第 19 条第５項第 19 号イ(ﾊ)      の規

定により，令和４年消防庁告示第８号に適合する閉止弁（手動操作又は遠

隔操作で開閉する弁で，常時開，点検時閉の表示を付したもの）を設ける

こと。 

(イ) 前 (ア )の閉止弁の閉止状態は，点検者が十分判別できるよう操作箱ととも

に受信機，制御盤等のいずれかに点滅する表示灯を設けること。なお，表

示灯が点滅表示できない場合は，連続又は間欠的な警報音を付加するこ

と。 

(ウ) （現行に同じ。） 

⑿～⒀ （現行に同じ。） 
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規則第 19条＋指導基準 
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２ 全域放出方式 

⑴ 防護区画の構造等 

  防護区画は，令第 16条第１号，規則第 19条第５項第４号及び第 19の２号

に定める構造とするほか，次によること。 

   ア 二酸化炭素を放射する不活性ガス消火設備の防護区画 

  (ア) 防護区画には，二方向避難ができるように２以上の出入口が設けられ

ていること。ただし，防護区画の各部分から避難口の位置が容易に確認で

き，かつ，出入口までの歩行距離が 30ｍ以下である場合にあっては，こ

の限りでない。 

  (イ)～(ウ) （略） 

 イ～シ （略） 

ス 規則第 19条第 5項第 19号の 2ただし書きに規定する「防護区画において

放出された消火剤が開口部から防護区画に隣接する部分に流入するおそれ

がない場合又は保安上の危険性がない場合」とは，次によること。 

ただし，防護区画及び当該防護区画に隣接する部分の規模，構造等から判

断して，隣接する部分に存する者が高濃度の二酸化炭素を吸入するおそれの

ある場合を除く。 

  隣接する部分が直接外気に開放されている場合又は外部の気流が流入

する場合 

  隣接する部分の体積が防護区画の３倍以上である場合 

漏 洩した二酸化炭素が滞留し，人命に危険を及ぼすおそれがない場合 

⑵～⑶ （略） 

⑷ 保安のための措置 

保安のための措置は，規則第 19条第５項第 19号及び第 19号の２の規定に

よるほか，次によること。 

ア （略） 

イ 防護区画内及び当該防護区画の出入口の見やすい位置に，保安上の注意事

項を表示した注意銘板を次図の例により設置すること          

        。 

   

ウ 二酸化炭素を放射するものにあっては，防護区画内の見やすい位置に保安 

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 全域放出方式 

⑴ 防護区画の構造等 

  防護区画は，令第 16 条第１号，規則第 19 条第５項第４号及び第 19 の２号

に定める構造とするほか，次によること。 

   ア 二酸化炭素を放射する不活性ガス消火設備の防護区画 

  (ア) 防護区画には，二方向避難ができるように２以上の出入口が設けられて

いること。ただし，防護区画の各部分から避難口の位置が容易に確認でき，

かつ，出入口までの歩行距離が 20ｍ以下である場合にあっては，この限り

でない。 

  (イ)～(ウ) （現行に同じ。） 

 イ～シ （現行に同じ。） 

ス 規則第 19条第５項第 19号の２ただし書きに規定する「防護区画において

放出された消火剤が開口部から防護区画に隣接する部分に流入するおそれ

がない場合又は保安上の危険性がない場合」とは，次によること。 

ただし，防護区画及び当該防護区画に隣接する部分の規模，構造等から判

断して，隣接する部分に存する者が高濃度の二酸化炭素を吸入するおそれの

ある場合を除く。 

(ア) 隣接する部分が直接外気に開放されている場合又は外部の気流が流入 

する場合 

(イ) 隣接する部分の体積が防護区画の３倍以上である場合 

(ウ) 漏洩した二酸化炭素が滞留し，人命に危険を及ぼすおそれがない場合 

  ⑵～⑶ （現行に同じ。） 

⑷ 保安のための措置 

保安のための措置は，規則第 19 条第５項第 19 号及び第 19 号の２の規定に

よるほか，次によること。 

ア （現行に同じ。） 

イ 防護区画内及び当該防護区画の出入口の見やすい位置に，保安上の注意事

項を表示した標識  を次図の例により設置すること（二酸化炭素を放射す

るものを除く。）。 

   

ウ 二酸化炭素を放射するものにあっては，防護区画内の見やすい位置に保安

上の注意事項を表示した標識を次図の例により設置すること。◆ 
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ウ 消火剤が放出された旨を表示する表示灯は，防護区画及び防護区画に隣接

する部分の出入口等のうち，通常の出入り又は退避経路として使用する出入

口の見やすい箇所に設けること。ただし，袋小路室に，２(1)シにより，音

響装置が設けられているときは，当該袋小路室には，規則第 19 条第 5 項第

19号の 2ロの規定にかかわらず，表示灯を設けないことができる。 

エ 消火剤が放出された旨を表示する表示灯は，次図の例により設置するこ

と。 

なお，防護区画に係る放出表示灯と防護区画に隣接する部分に係る放出表

示灯は，同一の仕様のものを設置することができること。 

   

オ 放出表示灯を設ける出入口の見やすい箇所に，保安上の注意事項を表示し

た注意銘板を次図の例により設置すること。 

(ア) 防護区画の出入口に設置するもの 

 ａ 二酸化炭素を放射するものを除く。 

 

  （図 略） 

 

     ｂ 二酸化炭素を放射するものに限る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

エ 消火剤が放出された旨を表示する表示灯は，防護区画及び防護区画に隣接

する部分の出入口等のうち，通常の出入り又は退避経路として使用する出入

口の見やすい箇所に設けること。ただし，袋小路室に，Ⅱ２(1)シにより，

音響装置が設けられているときは，当該袋小路室には，規則第 19 条第５項

第 19号の２ロの規定にかかわらず，表示灯を設けないことができる。 

オ 消火剤が放出された旨を表示する表示灯は，次図の例により設置するこ

と。 

なお，防護区画に係る放出表示灯と防護区画に隣接する部分に係る放出表

示灯は，同一の仕様のものを設置することができること。 

   

カ 放出表示灯を設ける出入口の見やすい箇所に，保安上の注意事項を表示し

た標識  を次図の例により設置すること。 

(ア) 防護区画の出入口に設置するもの 

ａ 二酸化炭素を放射するものを除く。 

 

  （図 現行に同じ。） 

 

ｂ 二酸化炭素を放射するものに限る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

他都市を参考とした文言の

追加。 
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(イ) 防護区画に隣接する部分に設置するもの 

（二酸化炭素を放射するものに限る。）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

カ 防護区画外の適当な箇所に，関係者による避難誘導及び救助に必要な呼吸

保護器等の救助器具を備えること。 

(例) 救助器具は空気呼吸器（内容積２ℓ以上のもの）とすること。◆ 

３ （略） 

Ⅲ～Ⅵ （略） 

別記 「消火剤放射時の圧力損失計算」（（一社）日本消火装置工業会基準を準拠） 

１～２ （略） 

表６－１ 管継手の等価管長 

     圧力配管用炭素鋼鋼管（日本工業規格Ｇ3454）スケジュール 80 

（以下，省略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(イ) 防護区画に隣接する部分の出入口に設置するもの 

（二酸化炭素を放射するものに限る。）◆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

キ 防護区画外の適当な箇所に，関係者による避難誘導及び救助に必要な呼吸

保護器等の救助器具を備えること。 

(例) 救助器具は空気呼吸器（内容積２ℓ以上のもの）とすること。◆ 

３ （現行に同じ。） 

Ⅲ～Ⅵ （現行に同じ。） 

別記 「消火剤放射時の圧力損失計算」（（一社）日本消火装置工業会基準を準拠） 

１～２ （現行に同じ。） 

表６－１ 管継手の等価管長 

     圧力配管用炭素鋼鋼管（JISJIS 規格Ｇ3454）スケジュール 80 

（以下，省略） 

 

 

 

 

 

 

 

◆追加 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

項ずれ修正 

 

 

 

 

 

 

 

日本工業規格→JIS 

 

 

 

 


